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1． 調査票の電子申請方法 

1-1．ログイン（新規登録） 

 

既に利用者 ID をお持ちの方、 

利用者登録せずに申し込む方は 

「オンライン申請手続き」を 

クリックしてください 

（P．4 へ移動） 

利用者 ID をお持ちでない方、 

初めて利用される方は 

「新規登録」をクリックして 

ください 

利用規約を御確認のうえ、 

「同意する」をクリック 

してください 
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「個人」「法人」「代理人」の 

いずれかを選択し、クリック

してください 

必須項目すべてを入力し、 

「登録する」を 

クリックしてください 

「登録する」をクリックすると「メール送信完了（利用者登録）」 

の画面が表示されます 

登録したメールアドレスに利用者登録画面へアクセスする URL が届きます 

URL から登録画面へと進み、残りの情報を入力してください 

必須項目すべてを入力し、 

「確認へ進む」を 

クリックしてください 

登録内容を確認し、 

「登録する」を 

クリックしてください 



3 

 

  

利用者登録完了の画面が 

表示されたら登録完了です 

 

「一覧へ戻る」をクリックし、 

申請手続きに進んでください 

登録完了画面 
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1-2．検索方法（手続きの選択） 

 

申請手続きを探すから 

「オンライン申請手続き」を

クリックしてください 

キーワードで探すから 

「他法令等」、「他法令」と入力し、 

「キーワード検索」をクリックして 

ください 

手続き一覧から 

「他法令等調査票オンライン申請」 

を選択し、クリックしてください 



5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

利用者登録せずに申し込む方は、 

「利用者登録せずに申し込む方はこちら」を 

クリックしてください 

既に利用者登録がお済みの方は 

利用者 ID（メールアドレス）、 

パスワードを入力のうえ、 

「ログイン」をクリックしてください 

パスワードを忘れた方は 

「パスワードを忘れた場合はこちら」を 

クリックし、利用者 ID を入力のうえ 

「完了する」をクリックしてください 

 

メール受信した URL からパスワードの 

再設定を行ってください 
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1-3．手続きの流れ 

 

申請者（代理者等） 建築指導課 関係課等 

電子申請システムから「他法令調

査票：xlsm （ダウンロード様式）」

をダウンロード 

他法令調査票の入力及び必要書類

の準備（必要書類は次ページ参照） 

電子申請・届出サービスで申請 電子申請・届出サービスから依頼メールを受信 

基本事項確認 

内容不備 差戻等確認（必要な措置） 

作業開始メール（送信） 作業開始メール（受理） 

連絡事項、確認事項に対して回答 各課所管分の確認及び入力作業 

登録作業 

処理不可、不受理メール受信 

システムで完成した他法令調査票 

（PDF）を送信 

他法令調査票（PDF）を受理 

【完了】 

処理不可 

処理可 

処理不可 

処理可 

【注意事項】 

・窓口確認時と必要書類（データ）が異なります 

・入力不足、データ間での不適合等があった場合は不受理となります 

・処理後の他法令調査票データの返信はシステムで行われます 

・社名、部署、氏名、連絡先を正確に入力してください 

※他のアドレスへの送信依頼や問合せ連絡先の指定は対応できません 

※他法令調査票には建築主の個人情報が含まれないよう御注意ください 

※参考 

申請から返却まで 3～5 日を 

目安としております 
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1-4．手続きに必要な資料について 

 

必ず添付が必要な資料（共通） 

・他法令調査票：xlsm （ダウンロード様式） 

・建築確認申請書第三面～第六面：PDF 

・建築図面（付近見取図、配置図、立面図（断面図））：PDF 

      ※立面図にて建物高さが判断できる場合は断面図不要 

その他、各部署で必要とした資料（該当する場合） 

【農地転用等について内容確認を必要とする場合】 

・固定資産税課税明細書（現況地目が確認できるもの）：PDF、PNG、JPEG、JPG 

・登記事項証明書（登記上の地目を確認できるもの（権利関係部分は不要）） 

                         ：PDF、PNG、JPEG、JPG 

その他、申請者の判断で必要と思われる資料 

・関係部署との協議記録 等：PDF 

・敷地の高低差関係のわかる資料 等：PDF 

・その他 ：PDF 
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05 【オンライン用】他法令調査票.xlsm の 

「様式」はこちらからダウンロードして 

ください 

利用規約を御確認のうえ、 

「同意する」をクリックしてください 

※注意事項を必ず 

御確認ください 

1-5．申請内容の入力から申込み 

 



9 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「氏」、「法人名」のいずれかを選択し、 

氏名若しくは法人名（担当者部署及び氏名含む）

を入力してください 

※法人の場合は担当者の部署及び氏名を必ず 

入力してください 

※登録済の方は自動入力されます 

「電話番号」、（ハイフン不要）、 

「メールアドレス」を入力してください 

※登録済の方は自動入力されます 

「ファイルを選択」をクリックし、 

他法令調査票（オンライン用）を添付してください 

※様式の申請者記入欄の該当部分を漏れなく記入してください 

※xlsm 形式のみ受付可能となりますので御注意ください 

「ファイルを選択」をクリックし、 

建築図面（付近見取図、配置図、 

平面図、立面図または断面図）を 

添付してください 

※ファイルが複数の場合は、下部 

「添付ボックス予備」に添付して 

ください（P.11 へ移動） 

「ファイルを選択」をクリックし、必要に 

応じて書類を添付してください 

「ファイルを選択」をクリックし、建築確認申請書第３～６面を 

添付してください ※PDF 形式のみ受付可能（以下同様） 

「事前協議済み」、「事前協議未実施」

のいずれかを選択し、実施済みの場合

は、協議内容を入力してください 

※記入例参照 

「確認を希望する」、「確認不要」の

いずれかを選択してください 

→「確認を希望する」を選択した場合 次ページへ移動 

→「確認不要」を選択した場合 P.11 へ移動 
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「ファイルを選択」をクリックし、 

固定資産税課税明細書を添付してください 

※現況地目を確認ができるもの 

「ファイルを選択」をクリックし、 

登記事項証明書を添付してください 

※登記上の地目を確認できるもの 

※権利関係部分は不要 

農地転用等について「確認を希望する」を選択した場合 

「ファイルを選択」をクリックし、 

登記事項証明書を添付してください 

※登記上の地目を確認できるもの 

※権利関係部分は不要 

現在の使用状況について、 

「固定資産税課税明細書のとおり」の場合 

現在の使用状況について、 

「その他」の場合 

「固定資産税課税明細書のとおり（課税明細書を添付）」 

を選択してください 

「その他（課税明細書を添付できない方）」 

を選択し、現在の使用状況を入力してください 

（例：宅地、田畑、駐車場、山林 など） 
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必要に応じて入力してください 

必要に応じて入力してください 

「ファイルを選択」をクリックし、上の選択肢で 

添付できなかった必要ファイルを添付してください 

※添付ファイルが予備の数を超える場合は、 

zip ファイルに圧縮してアップロードしてください 

選択、入力及び添付漏れがないかを確認し、 

「確認へ進む」をクリックしてください 
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申請内容を確認し、よろしければ 

「申込む」をクリックしてください 

修正する場合は「入力へ戻る」を 

クリックしてくだい 

「申込みが完了しました。」の画面が 

表示されたら手続き完了です 

※整理番号とパスワードは他法令等 

調査票の返却や内容の問合せに対 

する補正の際に必要となりますの 

で、大切に保管してください 

申込完了画面 
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申込完了通知メールに記載された 

「申込内容照会 URL」をクリックしてください 

※整理番号、パスワードは次のページで必要となります 

申込完了通知メールに記載された 

整理番号、パスワードを入力し、 

「照会する」をクリックしてください 

1-6．申請内容の照会 
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処理状況及び処理の履歴が 

表示されます 

申込内容が表示されます 

申込内容を印刷する場合は 

「申込内容印刷」をクリックしてください 

照会画面 
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2． 調査票申請後の手続き 

2-1．差戻された申請の修正 

 

申込完了通知メールに記載された 

「申込内容照会 URL」をクリックしてください 

※整理番号、パスワードは次のページで必要となります 

申込完了通知メールに記載された 

整理番号、パスワードを入力し、 

「照会する」をクリックしてください 
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差戻処理がされた場合、 

処理状況が「返却中」になります 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「修正する」をクリックしてください 

※「再申込する」は基本使用しません 
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申込変更入力画面 

差戻された指摘内容に基づき、 

添付資料の修正、不足書類の添付を行ってください 

※添付資料修正は一度「削除」をクリックし、 

既存のファイルを削除のうえで 

「ファイルの選択」をクリックし、 

修正後の資料を添付してください 

 

必要に応じて選択

し 

 



18 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

追加の資料添付が必要な場合、 

予備の添付ボックスから 

「ファイルを選択」をクリックし、 

資料を添付してください 

 

必要に応じて選択 

 

補正内容をすべて入力してください 

（例：立面図高さ修正 

   農地転用が伴うため、 

   課税明細書、登記事項証明書追加 等） 

修正内容を確認し、良ければ 

「確認へ進む」をクリックしてください 
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申込変更完了画面 

申込内容を確認し、内容に間違いがなければ 

「修正する」をクリックしてください 

「手続き内容の修正が完了しました。」の 

画面が表示されたら手続き完了です 
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申込完了通知メールに記載された 

「申込内容照会 URL」をクリックしてください 

※整理番号、パスワードは次のページで必要となります 

申込完了通知メールに記載された 

整理番号、パスワードを入力し、 

「照会する」をクリックしてください 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2-2．差戻された申請の取下げ 
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差戻処理がされた場合、 

処理状況が「返却中」になります  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「取下げる」をクリックしてください 

※「再申込する」は基本使用しません 
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取下げ理由を入力のうえ、 

「確認へ進む」をクリックしてください 

申込内容を確認し、内容に間違いがなければ 

「取下げる」をクリックしてください 
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申込取下げ完了画面 

「整理番号：○○〇〇の申込を取下げました。」の 

画面が表示されたら手続き完了です 
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申込完了通知メールに記載された 

「申込内容照会 URL」をクリックしてください 

※整理番号、パスワードは次のページで必要となります 

申込完了通知メールに記載された 

整理番号、パスワードを入力し、 

「照会する」をクリックしてください 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2-3．完了後の副本のダウンロード 
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申込詳細の中の添付ファイル１から 

「他法令調査票.PDF」をクリックし、 

PDF をダウンロードしてください 

伝達事項を確認し、関係各課からの 

伝達事項等がないかを確認してください 

下にスクロールすると、申込内容を確認できます 

必要に応じて、申込内容の印刷を行ってください 

手続きは以上で完了です 
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申込完了通知メールに記載された 

「申込内容照会 URL」をクリックしてください 

※整理番号、パスワードは次のページで必要となります 

申込完了通知メールに記載された 

整理番号、パスワードを入力し、 

「照会する」をクリックしてください 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2-4．不受理となった申請の対応 
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不受理となった場合、 

処理状況が「不受理」となります 

伝達事項を確認し、不受理となった理由を 

御確認ください 

指摘事項について、適宜修正等を行い、 

添付資料、追加の協議等が完了し、 

申請のできる状態になりましたら 

「再申込する」をクリックし、手続きを 

行ってください 


